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新井公園との一体整備による地域の交流・コミュニティの活性化やごみモデル地区としての情報発信拠 

点、地域防災拠点として建設中です。完成後の皆様のお越しをお待ちしております。 

   

 ◆オープン予定は？ 

   令和 3 年 7 月を予定しています 

 

 ◆どんな施設？  

１）ごみ減量施策、食品ロス対策等の環境に関する情報発信や啓発をしていきます 

２）高齢者から子ども・幼児までの多世代が、いつでも集い交流できる施設です 

３）様々な地域活動の場として活用できます 

４）新井公園も一体整備して幅広い交流の場として活用できます 

５）地域の防災拠点として活用できます 

６）移動図書館車も巡回します（月 2 回） 

 

オープン後は、地域の皆さんに愛される施設として、 

多くの皆さんのご利用をお待ちしております！！ 

 

 ◆施設概要 

１）名  称 ：日野市立石田環境プラザ 

２）場  所 ：日野市石田一丁目 13 番地４ 

３）構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上 2 階建て 

 

【問い合わせ先】  

ごみゼロ推進課 042-581-0444 

 

 

 

 

令和３年３月、千代田区から借用していた落川交流センターのある（仮称）林間公園用地は、日野市に移

転されました。令和３年度中には、公園の開園に向けて、浅川側の入場口の設置やバリアフリー対策工事を

実施する予定です。令和４年に公園として供用開始予定です。 

 



 

 

 

 

現在、協定の締結に向け、環境保全協定検討委員会を開催し検討を進めています。 

内容の検討を深めるとともに周知の期間を設けるため、令和 3 年度も検討委員会を継続します。 

次の、第 3回委員会は 6月 26 日に開催の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 3月 13 日に開催した第 2回の委員会で出された主な意見をご紹介します。 

なお、当日の配布資料や要旨は、当組合ホームページでご覧になれます。 

（ https://cms.upcs.jp/asakawa/index.cfm/7,0,47,html） 

【主な意見】 

・多摩広域ごみ処理広域支援体制、災害廃棄物、鳥インフルエンザ等によるごみの受け入れの際には、事前の協議 

（情報提供等）と焼却処理後の報告を求める。 

・情報の伝え方に工夫を求める。 

（地元自治会の回覧を活用したら良いのではないか。概略を示した資料を回覧するのが良いのではないか。）etc 

・自治会で説明の場を設けた場合には、資料提供や組合からの説明を求める。 

 

問い合わせ先 浅川清流環境組合 事業課 

〒191-0021 東京都日野市石田一丁目 210 番地の 2 

電話：042-506-2923 FAX：042-589-0545 

電子メール：kawasemi@asakawaseiryu.jp 

環境保全協定検討委員会 

なんの協定？ 

誰と結ぶの？ 

この協定は、公害防止及び周辺住

民の健康と生活環境の保全を図る

ことを目的とした協定です。 

5 つの自治会（新石・新井・ 

落川上・百草園・百草園団地） 

それぞれと結びます。 

令和 3年度末の締結を目指し

ています。 

いつ結ぶの？ 

mailto:kawasemi@asakawaseiryu.jp

